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５．訪問看護

①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化

②ターミナルケアの充実

③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し

④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

⑤報酬体系の見直し

⑥同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

⑦その他

改定事項

1
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５．訪問看護 ①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化
（看護体制強化加算の見直し）

○ 看護体制強化加算について、月の変動による影響を抑える観点から、現行３か月である緊急時訪問看護加算等
の算定者割合の算出期間を見直すとともに、ターミナル体制の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定
者数が多い場合について新たな区分を設ける等の見直しを行う。

○ その際、地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図るために、医療機関と訪問看護ステーションが相互
に連携することを明示することとする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
看護体制強化加算 300単位／月 ⇒ 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位／月（新設）

看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位／月

※ 介護予防訪問看護については、もともとターミナルケア加算の算定者数の要件は課していないことから、加算
(Ⅱ)のみ設け、加算(Ⅰ)は設けず、加算名は「看護体制強化加算」から変更しない。

単位数

○看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通
・「緊急時訪問看護加算の算定者割合50％以上」の要件及び「特別管理加算の算定者割合30％以上」の要件の実
績期間を現行の３月間から６月間へと変更する。

・ 医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を
支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。

○看護体制強化加算(Ⅰ)
・ターミナルケア加算の算定者５名以上（12月間）（新設）

○看護体制強化加算(Ⅱ)
・ターミナルケア加算の算定者１名以上（12月間）（変更なし）

○訪問看護事業所の利用者によって看護体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を選択的に算定することができないもので
あり、当該訪問看護事業所においていずれか一方のみを届出する。

算定要件等

※一部を除き介護予防訪問看護を含む

2
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５．訪問看護 ①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化
（緊急時訪問看護加算の見直し）

○ 中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある訪問看護事業所の体制に
ついて評価を行うこととする。

○ また、24時間対応体制のある訪問看護事業所からの緊急時訪問を評価することとする。具体的には、現行、早
朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、２回目以降の緊急時訪問において、一部の対象者（特別管理
加算算定者）に限り算定できることとなっているが、この対象者について拡大を図ることとする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
訪問看護ステーション 緊急時訪問看護加算 540単位／月 ⇒ 574単位／月
病院又は診療所 緊急時訪問看護加算 290単位／月 ⇒ 315単位／月

単位数

○ 緊急時訪問看護加算について以下の内容等を通知に記載する。
・１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。

算定要件等

※介護予防訪問看護を含む

3
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５．訪問看護 ②ターミナルケアの充実

○ 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点
から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと
を明示することとする。【通知改正】

概要 ※介護予防訪問看護は含まない

○ ターミナルケア加算の要件として、下の内容等を通知に記載する。
・「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し
合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること。

・ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めること。

算定要件等

4
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５．訪問看護 ③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し

○ 訪問看護における複数名訪問加算について、医療保険での取扱いを踏まえ、同時に訪問する者として、現行の
看護師等とは別に看護補助者が同行し、役割分担をした場合の評価の区分を新たに創設することとする。
この場合の看護補助者については、医療保険の訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算に係る疑義解釈で示
されている者と同様とする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
○２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 ○２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合
・30分未満の場合：254単位 ⇒ 複数名訪問加算(Ⅰ)（変更なし）
・30分以上の場合：402単位

○看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合
複数名訪問加算(Ⅱ)（新設）
・30分未満の場合：201単位
・30分以上の場合：317単位

単位数

○ 看護補助者の要件については、医療保険で示している定義と同様とし、以下の内容等を通知に記載する。
「看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、
移動等）の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを
想定しており、資格は問わない。秘密保持や医療安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要があ
るが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しない。」

算定要件等

※介護予防訪問看護を含む
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５．訪問看護 ④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

○ 訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下、理学療法士等という。）による
訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員
の代わりに訪問させるという位置づけのものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合がある
ことを踏まえ、評価の見直しを行うこととする。

概要

○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
＜現行＞ ＜改定後＞
302単位／回 ⇒ 296単位／回
※１日３回以上の場合は90/100 ※１日３回以上の場合は90/100（変更なし）

単位数

※介護予防訪問看護を含む

○以下の内容等を通知に記載する。
ア 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護（看護業務の一環
としてのリハビリテーションを含む）の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書
及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。

イ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化
等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療
法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合
に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。

算定要件等

6
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５．訪問看護 ⑤報酬体系の見直し

○ 要支援者と要介護者に対する訪問看護については、現在、同一の評価となっているが、両者のサービスの提供
内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けることとする。

概要

○指定訪問看護ステーションの場合
＜現行＞ ＜改定後＞
（共通） （訪問看護） （介護予防訪問看護）

・20分未満 310単位 311単位 300単位
・30分未満 463単位 467単位 448単位
・30分以上１時間未満 814単位 816単位 787単位
・１時間以上１時間30分未満 1117単位 1118単位 1080単位
・理学療法士、作業療法士 302単位 296単位 286単位
又は言語聴覚士の場合
（※１日３回以上の場合は90/100）

○病院又は診療所の場合
＜現行＞ ＜改定後＞
（共通） （訪問看護） （介護予防訪問看護）

・20分未満 262単位 263単位 253単位
・30分未満 392単位 396単位 379単位
・30分以上１時間未満 567単位 569単位 548単位
・１時間以上１時間30分未満 835単位 836単位 807単位

単位数

※介護予防訪問看護を含む

7
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５．訪問看護 ⑥同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について以下の見直しを行う。（訪問介護と同様の見直し）

ア 訪問看護のサービス提供については、以下に該当する場合に10％減算とされているが、建物の範囲等を見直し、
いずれの場合も有料老人ホーム等（※）以外の建物も対象とする。
ⅰ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住する者
ⅱ 上記以外の範囲に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住する者（当該建物に居住する利用者
の人数が１月あたり20 人以上の場合）

イ またⅰについて、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者
の人数が１月あたり50 人以上の場合は、減算幅を見直す。

※ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

ウ 上記ア又はイによる減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、上記ア又はイ
による減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。

概要

＜改定後＞

単位数、算定要件等

減算等の内容 算定要件

①・③10％
減算

②15％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建
物に居住する者（②に該当する場合を除く。）

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数
が１月あたり50人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以
上の場合）

減算等の内容 算定要件

10％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建
物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅に限る）に居住する者

②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）
に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以
上の場合）

＜現行＞

※介護予防訪問看護を含む

8
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５．訪問看護 ⑦その他

○ 現在、事務連絡において、介護保険の訪問看護と医療保険の精神科訪問看護の同一日等の併算ができない取扱いが
定められているが、介護報酬告示においても併算できないことを明確化することとする。

概要 ※介護予防訪問看護を含む

○ 報酬告示に、精神科訪問看護指示に基づき精神科訪問看護を受けている期間については訪問看護費は算定しな
い旨の文言を追記する。

算定要件等

事務連絡 疑義解釈資料の送付について（その４）厚生労働省保険局医療課 平成28 年６月14 日

（問３）訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされた
が、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護（精
神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費）と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受
けることができるか。

（答）精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に
対する訪問看護（精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費）（以下「精神科訪問看護」とい
う。）を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患（認
知症を除く）に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定するとこは
できない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更
することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはでき
ないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められな
い。

参考

9
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訪問看護(介護報酬の算定構造）
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介護予防訪問看護(介護報酬の算定構造）
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岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第85号)新旧対照表

現行 改正後（案）

○岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例

○岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例

平成24年12月19日 平成24年12月19日

市条例第85号 市条例第85号

改正 平成26年3月25日市条例第30号 改正 平成26年3月25日市条例第30号

平成27年3月16日市条例第12号 平成27年3月16日市条例第12号

平成28年3月24日市条例第28号 平成28年3月24日市条例第28号

平成30年0月00日市条例第00号

目次 目次

第1章 総則(第1条―第3条) 第1章 総則(第1条―第3条) 

(略) (略) 

第4章 訪問看護 第4章 訪問看護

第1節 基本方針(第65条) 第1節 基本方針(第65条) 

第2節 人員に関する基準(第66条・第67条) 第2節 人員に関する基準(第66条・第67条) 

第3節 設備に関する基準(第68条) 第3節 設備に関する基準(第68条) 

第4節 運営に関する基準(第69条―第81条) 第4節 運営に関する基準(第69条―第81条) 

(略) (略) 

第1章 総則 第1章 総則

(趣旨) (趣旨) 
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第1条 この条例は，介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」とい
う。)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき，
指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業の人員，設備及び

運営の基準を定めるとともに，法第70条第2項第1号の規定に基づき，
指定居宅サービス事業者の指定に必要な申請者の要件を定めるものと

する。

第1条 この条例は，介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」とい
う。)第42条第1項第2号，第72条の2第2項並びに第74条第1項及び第2
項の規定に基づき，指定居宅サービス，共生型居宅サービス及び基準

該当居宅サービスの事業の人員，設備及び運営の基準を定めるととも

に，法第70条第2項第1号の規定に基づき，指定居宅サービス事業者の
指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。

(定義) (定義) 

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当
該各号に定めるところによる。

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当
該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス事業者 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業
を行う者をいう。

(1) 居宅サービス事業者 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業
を行う者をいう。

(2) 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第41
条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス
をいう。

(2) 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第41
条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス
をいう。

(3) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の
対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の
対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項第1号又は第2号に
規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額
が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは，当

該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(4) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項第1号又は第2号に
規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額
が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは，当

該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サ
ービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われ

る場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サ
ービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われ

る場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。
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(6) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当
居宅サービスをいう。

(6) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当
居宅サービスをいう。

（新設） (7) 共生型居宅サービス 法第72条の2第1項の申請に係る法第41条
第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所
において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより，当

該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をい

う。

(8) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所
において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより，当

該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をい

う。

(8) 基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関
する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(9) 基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関
する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(指定居宅サービスの事業の一般原則) (指定居宅サービスの事業の一般原則) 

第3条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は，法人とする。ただし，
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院をいう。以下
同じ。)，診療所(同条第2項の診療所をいう。以下同じ。)若しくは薬局
(医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)第2条第12項の薬局をいう。以下同じ。)により
行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪

問看護，訪問リハビリテーション，通所リハビリテーション若しくは

短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

第3条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は，法人とする。ただし，
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院をいう。以下
同じ。)，診療所(同条第2項の診療所をいう。以下同じ。)若しくは薬局
(医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)第2条第12項の薬局をいう。以下同じ。)により
行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪

問看護，訪問リハビリテーション，通所リハビリテーション若しくは

短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ
らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ
らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
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られる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市
暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力
団員であってはならない。

られる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市
暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力
団員であってはならない。

3 指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に
利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に
利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

4 指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のた
め，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業

者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならな

い。

4 指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のた
め，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業

者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならな

い。

5 指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当
たっては，地域との結び付きを重視し，市町村，地域包括支援センタ

ー(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下
同じ。)，居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー
ビスを提供する者との連携に努めなければならない。

5 指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当
たっては，地域との結び付きを重視し，市町村，地域包括支援センタ

ー(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下
同じ。)，居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー
ビスを提供する者との連携に努めなければならない。

6 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった
場合には，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う

包括的支援事業その他の事業に協力するものとする。

6 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった
場合には，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う

包括的支援事業その他の事業に協力するものとする。

第2章 訪問介護 第2章 訪問介護

(略) (略) 

第4章 訪問看護 第4章 訪問看護

第1節 基本方針 第1節 基本方針

(基本方針) (基本方針) 
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第65条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」と
いう。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が
可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう，その療養生活を支援し，心身の機能の維

持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。

第65条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」と
いう。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が
可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう，その療養生活を支援し，心身の機能の維

持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準

(看護師等の員数) (看護師等の員数) 

第66条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」とい
う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)
ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以
下「看護師等」という。)の員数は，次に掲げる指定訪問看護事業所の
種類の区分に応じて，次のとおりとする。

第66条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」とい
う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)
ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以
下「看護師等」という。)の員数は，次に掲げる指定訪問看護事業所の
種類の区分に応じて，次のとおりとする。

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ス
テーション」という。) 

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ス
テーション」という。) 

ア 保健師，看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」
という。) 常勤換算方法で，2.5以上となる員数

ア 保健師，看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」
という。) 常勤換算方法で，2.5以上となる員数

イ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステー

ションの実情に応じた適当数

イ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステー

ションの実情に応じた適当数

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を
担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職
員を適当数置くべきものとする。

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を
担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職
員を適当数置くべきものとする。

2 前項第1号アの看護職員のうち1人は，常勤でなければならない。 2 前項第1号アの看護職員のうち1人は，常勤でなければならない。
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3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サ
ービス等基準条例第65条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業
者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事
業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第64条に
規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の
事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予

防サービス等基準条例第65条第1項及び第2項に規定する人員に関する
基準を満たすことをもって，前2項に規定する基準を満たしているもの
とみなすことができる。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サ
ービス等基準条例第65条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業
者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事
業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第64条に
規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の
事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予

防サービス等基準条例第65条第1項及び第2項に規定する人員に関する
基準を満たすことをもって，前2項に規定する基準を満たしているもの
とみなすことができる。

4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ
て受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護(指定地域密着型サービス基準条例第4条に規定する指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所におい
て一体的に運営されている場合に，指定地域密着型サービス基準条例

第6条第1項第4号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の
規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているも
のとみなされているときを除く。)は，当該指定訪問看護事業者は，同
項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすこと
ができる。

4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ
て受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護(指定地域密着型サービス基準条例第4条に規定する指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所におい
て一体的に運営されている場合に，指定地域密着型サービス基準条例

第6条第1項第4号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の
規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているも
のとみなされているときを除く。)は，当該指定訪問看護事業者は，同
項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすこと
ができる。

5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サ
ービス基準条例第193条第10項に規定する指定複合型サービス事業者

5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サ
ービス基準条例第193条第14項に規定する指定複合型サービス事業者
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をいう。)の指定を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定看護
小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第192条に
規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事
業所において一体的に運営されている場合に，指定地域密着型サービ

ス基準条例第193条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき
(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たして
いるものとみなされているときを除く。)は，当該指定訪問看護事業者
は，同項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみな
すことができる。

をいう。)の指定を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定看護
小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第192条に
規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事
業所において一体的に運営されている場合に，指定地域密着型サービ

ス基準条例第193条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき
(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たして
いるものとみなされているときを除く。)は，当該指定訪問看護事業者
は，同項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみな
すことができる。

(管理者) (管理者) 

第67条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護ステーションごとに専ら
その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，

指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は，当該指定訪問

看護ステーションの他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事

業所，施設等の職務に従事することができるものとする。

第67条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護ステーションごとに専ら
その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，

指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は，当該指定訪問

看護ステーションの他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事

業所，施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定訪問看護ステーションの管理者は，保健師又は看護師でなければ
ならない。ただし，やむを得ない理由がある場合は，この限りでない。

2 指定訪問看護ステーションの管理者は，保健師又は看護師でなければ
ならない。ただし，やむを得ない理由がある場合は，この限りでない。

3 指定訪問看護ステーションの管理者は，適切な指定訪問看護を行うた
めに必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

3 指定訪問看護ステーションの管理者は，適切な指定訪問看護を行うた
めに必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準 第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等) (設備及び備品等) 

第68条 指定訪問看護ステーションには，事業の運営を行うために必要
な広さを有する専用の事務室を設けるほか，指定訪問看護の提供に必

第68条 指定訪問看護ステーションには，事業の運営を行うために必要
な広さを有する専用の事務室を設けるほか，指定訪問看護の提供に必
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要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし，当該指定訪問

看護ステーションの同一敷地内に他の事業所，施設等がある場合は，

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること

で足りるものとする。

要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし，当該指定訪問

看護ステーションの同一敷地内に他の事業所，施設等がある場合は，

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること

で足りるものとする。

2 指定訪問看護を担当する医療機関は，事業の運営を行うために必要な
広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保すると

ともに，指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければ

ならない。

2 指定訪問看護を担当する医療機関は，事業の運営を行うために必要な
広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保すると

ともに，指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければ

ならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて
受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定

介護予防サービス等基準条例第67条第1項又は第2項に規定する設備に
関する基準を満たすことをもって，前2項に規定する基準を満たしてい
るものとみなすことができる。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて
受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定

介護予防サービス等基準条例第67条第1項又は第2項に規定する設備に
関する基準を満たすことをもって，前2項に規定する基準を満たしてい
るものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準 第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応) (サービス提供困難時の対応) 

第69条 指定訪問看護事業者は，利用申込者の病状，当該指定訪問看護
事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し，自ら適切な指定訪問看護

を提供することが困難であると認めた場合は，主治の医師及び居宅介

護支援事業者への連絡を行い，適当な他の指定訪問看護事業者等を紹

介する等必要な措置を速やかに講じなければならない。

第69条 指定訪問看護事業者は，利用申込者の病状，当該指定訪問看護
事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し，自ら適切な指定訪問看護

を提供することが困難であると認めた場合は，主治の医師及び居宅介

護支援事業者への連絡を行い，適当な他の指定訪問看護事業者等を紹

介する等必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携) (居宅介護支援事業者等との連携) 

第70条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護を提供するに当たっては， 第70条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護を提供するに当たっては，
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居宅介護支援事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。

居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の終了に際しては，利用
者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，主治の医師及び

居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに地域包括支援センター

又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の終了に際しては，利用
者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，主治の医師及び

居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに地域包括支援センター

又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。

(利用料等の受領) (利用料等の受領) 

第71条 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定
訪問看護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当

該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問

看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。

第71条 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定
訪問看護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当

該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問

看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。

2 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問
看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定

訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と，健康保険法(大正11年
法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第
1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第
78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に，不合理
な差額が生じないようにしなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問
看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定

訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と，健康保険法(大正11年
法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第
1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第
78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に，不合理
な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問看護事業者は，前2項の支払を受ける額のほか，利用者の選 3 指定訪問看護事業者は，前2項の支払を受ける額のほか，利用者の選
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定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看

護を行う場合は，それに要した交通費の額の支払を利用者から受ける

ことができる。

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看

護を行う場合は，それに要した交通費の額の支払を利用者から受ける

ことができる。

4 指定訪問看護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当た
っては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内

容及び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。

4 指定訪問看護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当た
っては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内

容及び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問看護の基本取扱方針) (指定訪問看護の基本取扱方針) 

第72条 指定訪問看護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に
資するよう，療養上の目標を設定し，計画的に行われなければならな

い。

第72条 指定訪問看護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に
資するよう，療養上の目標を設定し，計画的に行われなければならな

い。

2 指定訪問看護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定
訪問看護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定
訪問看護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針) (指定訪問看護の具体的取扱方針) 

第73条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は，次に掲げるところによ
るものとする。

第73条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は，次に掲げるところによ
るものとする。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及
び第75条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の
機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及
び第75条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の
機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，
利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しや

すいように指導又は説明を行うこと。

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，
利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しや

すいように指導又は説明を行うこと。

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な
看護技術をもって，これを行うこと。

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な
看護技術をもって，これを行うこと。
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(4) 指定訪問看護の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状
況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者又はその

家族に対し，適切な指導を行うこと。

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状
況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者又はその

家族に対し，適切な指導を行うこと。

(5) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。 (5) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。

2 指定訪問看護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す
ることができるように支援しなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す
ることができるように支援しなければならない。

(主治の医師との関係) (主治の医師との関係) 

第74条 指定訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適
切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

第74条 指定訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適
切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の開始に際し，主治の医
師による指示を文書で受けなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の開始に際し，主治の医
師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定訪問看護事業者は，主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護
計画書及び同条第5項に規定する訪問看護報告書を提出し，指定訪問看
護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならな

い。

3 指定訪問看護事業者は，主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護
計画書及び同条第5項に規定する訪問看護報告書を提出し，指定訪問看
護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならな

い。

4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である
場合にあっては，前2項の規定にかかわらず，第2項に規定する主治の
医師の文書による指示並びに前項の規定による訪問看護計画書及び訪

問看護報告書の提出は，診療録その他の診療に関する記録(以下「診療
記録」という。)への記載をもって代えることができる。

4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である
場合にあっては，前2項の規定にかかわらず，第2項に規定する主治の
医師の文書による指示並びに前項の規定による訪問看護計画書及び訪

問看護報告書の提出は，診療録その他の診療に関する記録(以下「診療
記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成) (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成) 

第75条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は，利用
者の希望，主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて，療養上の

第75条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は，利用
者の希望，主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて，療養上の
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目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た訪問看護計画書を作成しなければならない。

目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た訪問看護計画書を作成しなければならない。

2 看護師等は，既に居宅サービス計画等が作成されている場合は，当該
計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

2 看護師等は，既に居宅サービス計画等が作成されている場合は，当該
計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3 看護師等は，訪問看護計画書の作成に当たっては，その主要な事項に
ついて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なけれ

ばならない。

3 看護師等は，訪問看護計画書の作成に当たっては，その主要な事項に
ついて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なけれ

ばならない。

4 看護師等は，訪問看護計画書を作成した際には，当該訪問看護計画書
を利用者に交付しなければならない。

4 看護師等は，訪問看護計画書を作成した際には，当該訪問看護計画書
を利用者に交付しなければならない。

5 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書
を作成しなければならない。

5 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書
を作成しなければならない。

6 指定訪問看護事業所の管理者は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書
の作成に関し，必要な指導及び管理を行わなければならない。

6 指定訪問看護事業所の管理者は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書
の作成に関し，必要な指導及び管理を行わなければならない。

7 前条第4項の規定は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成につ
いて準用する。

7 前条第4項の規定は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成につ
いて準用する。

(同居家族に対する訪問看護の禁止) (同居家族に対する訪問看護の禁止) 

第76条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その同居の家族である利
用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

第76条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その同居の家族である利
用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(別居親族に対する訪問看護の制限) (別居親族に対する訪問看護の制限) 

第77条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その別居の親族である利
用者であって，規則で定めるものに対する指定訪問看護の提供をさせ

てはならない。ただし，別居の親族である利用者に対する指定訪問看

第77条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その別居の親族である利
用者であって，規則で定めるものに対する指定訪問看護の提供をさせ

てはならない。ただし，別居の親族である利用者に対する指定訪問看

2
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護が規則で定める基準に該当する場合には，この限りでない。 護が規則で定める基準に該当する場合には，この限りでない。

(緊急時等の対応) (緊急時等の対応) 

第78条 看護師等は，現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用
者に病状の急変等が生じた場合には，必要に応じて臨時応急の手当を

行うとともに，速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等必

要な措置を講じなければならない。

第78条 看護師等は，現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用
者に病状の急変等が生じた場合には，必要に応じて臨時応急の手当を

行うとともに，速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等必

要な措置を講じなければならない。

(運営規程) (運営規程) 

第79条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護事業所ごとに，次に掲げ
る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。

第79条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護事業所ごとに，次に掲げ
る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針 (1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間 (3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 (4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域 (5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 (6) 緊急時，事故発生時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 成年後見制度の活用支援 (8) 成年後見制度の活用支援

(9) 苦情解決体制の整備 (9) 苦情解決体制の整備

(10) その他運営に関する重要事項 (10) その他運営に関する重要事項

(記録の整備) (記録の整備) 

第80条 指定訪問看護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する 第80条 指定訪問看護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する

2
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諸記録を整備しておかなければならない。 諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問看護事業者は，利用者に対する指定訪問看護の提供に関する
次に掲げる記録を整備し，その完結の日から5年間保存しなければなら
ない。

2 指定訪問看護事業者は，利用者に対する指定訪問看護の提供に関する
次に掲げる記録を整備し，その完結の日から5年間保存しなければなら
ない。

(1) 訪問看護計画書 (1) 訪問看護計画書

(2) 訪問看護報告書 (2) 訪問看護報告書

(3) 第74条第2項に規定する主治の医師による指示の文書 (3) 第74条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な
サービスの内容等の記録

(4) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な
サービスの内容等の記録

(5) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記
録

(5) 次条において準用する第27条に規定する市町村への通知に係る記
録

(6) 次条において準用する第32条第1項に規定する勤務の体制等の記
録

(6) 次条において準用する第32条第1項に規定する勤務の体制等の記
録

(7) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記
録

(7) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記
録

(8) 次条において準用する第40条第2項に規定する事故の状況及び事
故に際してとった処置についての記録

(8) 次条において準用する第40条第2項に規定する事故の状況及び事
故に際してとった処置についての記録

(9) 法第40条に規定する介護給付及び第71条第1項から第3項までに
規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録

(9) 法第40条に規定する介護給付及び第71条第1項から第3項までに
規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録

(準用) (準用) 

第81条 第8条，第9条，第11条から第13条まで，第15条から第19条まで，
第21条，第27条，第32条から第41条まで及び第57条の規定は，指定訪

第81条 第8条，第9条，第11条から第13条まで，第15条から第19条まで，
第21条，第27条，第32条から第36条まで，第37条から第41条まで及び
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問看護の事業について準用する。この場合において，これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と，第8条第1項中「第30条」
とあるのは「第79条」と，第13条中「心身の状況」とあるのは「心身
の状況，病歴」と，第57条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4
節」と読み替えるものとする。

第57条の規定は，指定訪問看護の事業について準用する。この場合に
おいて，これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と，

第8条第1項中「第30条」とあるのは「第79条」と，第13条中「心身の
状況」とあるのは「心身の状況，病歴」と，第57条第2項中「この節」
とあるのは「第4章第4節」と読み替えるものとする。

(略) (略) 

附 則 附 則

(略) (略) 

附 則(平成28年市条例第28号) 附 則(平成28年市条例第28号) 

この条例は，平成28年4月1日から施行する。 この条例は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成00年市条例第00号) 

(施行期日) 

第1条 この条例は，平成30年4月1日から施行する。ただし，第257条第1
号の改正規定は，平成30年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置) 

第2条 この条例の施行の際現に介護保険法（平成9年法律第123号）第4
1条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行
われる改正前の岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運

営に関する基準等を定める条例(以下「旧居宅サービス等基準条例」と
いう。)第92条に規定する居宅療養管理指導のうち，看護職員(歯科衛生
士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師，看護師及び

准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。）が行うもの

2
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については，旧居宅サービス等基準条例第92条から第94条まで及び第9
7条第3項の規定は，平成30年9月30日までの間，なおその効力を有する。

2
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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

１ 平成 30 年 4月 1 日適用開始の体制届の提出期限について 

平成３０年４月２日（月） （※今年度、報酬改定の特例） 

２ 看護体制強化加算に係る算定要件の確認等について 

  現在、看護体制強化加算を算定している事業所は、加算の要件が変更になりますので、

平成 30 年 4 月以降、看護体制強化加算Ⅰ、看護体制強化加算Ⅱ、介護予防サービスの

看護体制強化加算を算定する場合はもちろん、取り下げを行う場合であっても、体制届

の提出が必要です。 

   ※算定される場合には毎月、看護体制強化加算算定要件の確認を行ってください。 

確認により適用外になる場合は、取り下げのため、体制届の提出が必要です。 

適用外となる場合は、すみやかに体制届を提出してください。 

３ サービス提供体制強化加算に係る算定用件の確認等について 

  サービス提供体制強化加算を算定している事業所は、「サービス提供体制強化加算に係

る確認表（別紙１２－２付表）」により、算定要件の確認を行ってください。 

   ※確認により適用外になる場合は、取り下げのため、体制届の提出が必要です。 

適用外となる場合は、すみやかに体制届を提出してください。 

４ 報酬改定に伴う重要事項説明書の変更の取扱いについて 

(1) 報酬改定後の利用申込者に対しては、変更内容が反映された重要事項説明書を作成

の上、当該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得てください。 

(2) 既存の利用者に対しては、変更内容が反映された重要事項説明書（同意を得ている

重要事項説明書の内容の一部差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明

を行ってください。 

５ 運営規程の記載内容の変更について 

(1) 運営規程に報酬単位を記載している場合、平成 30 年度報酬改定で報酬単価が変更

されることから、運営規程の変更が必要です。平成 30 年 4 月 10 日（火）までに変

更届を提出してください。 

 (2) 平成 30 年 8 月から、一定以上の所得者の利用者負担が見直しが行われることに伴

い、利用者の額について、運営規程に「法定代理受領サービスであるときは、介護報

酬告示上の額の 1割又は 2割」である旨を記載している場合は、3割負担になること

も含めた記載に変更が必要です。運営規程の内容を変更するとともに、変更から 10

日以内に変更届を提出してください。 

  （例）介護報酬告示上の額のうち厚生労働大臣が定める負担割合 

6 疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて送信してください。 

事業者指導課 訪問居宅事業者係からのお知らせ 
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平成 30年 3月版

１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供三丁目１－１８  KSB会館４階
岡山市 事業者指導課 訪問居宅事業者係  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞

変更届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（訪問居宅事業者係）のホームページからダウンロードできます。

変更の発生
一覧表で提出

方法等の確認

変更日

以前に 

来庁（事

前協議） 

変 更 が 
あった日
から１ ０
日以内に 

郵送

（〒）

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課 訪問居宅事業者係 

TEL 086-212-1012

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議）

（事業者指導課は、KSB会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供三丁目1-18 KSB会館 4階

   岡山市事業者指導課 訪問居宅事業者係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○変更の届出（訪問看護・介護予防訪問看護） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。 

 なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事業者指導課）

と協議する必要があります。 

変更の届出は、岡山市保健福祉局事業者指導課へ１部提出してください。 

期限内に提出できないときは、遅延理由書を添付してください。 

◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

◆変更事項３，４，５，１０について複数事業所に及ぶ場合、「事業所一覧」の添付により、一括 

処理が可能です。ただし、同一サービス（訪問看護・介護予防訪問看護）に限ります。

変更の届出が必要な事項 提出書類 ※その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。

 １．事業所の名称 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

①変更届（様式第４号） 

②付表３－１、付表３－２（サテライト事業所がある場合のみ） 

③変更後の運営規程

 ２．事業所の所在地 

（サテライト事業所の 

設置を含む） 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

【重要】 

岡山市以外の所在地へ事業所を 

移転する場合には、岡山市へ廃 

止届と、移転先の所在地（指定 

権者）での新規指定申請になり 

ます。

※事前協議が必要

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、電話番号、

  ＦＡＸ番号を記載すること。

②付表３－１、付表３－２（サテライト事業所がある場合のみ）

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、手指洗浄 

設備） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。 

⑥変更後の運営規程 

⑦事業所として使用する建物の使用権限を証明できる書類 

※自己所有の場合は、建物の登記事項証明書又は登記識別情報通知等の 

写し等（土地は不要） 

※賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し 

⑧建築物関連法令協議記録報告書 

サテライト事業所がある場合は、体制届 及び 介護給付費算定に係る

体制等状況一覧表（別紙 1 サテライト）の添付も必要です。

 ３．申請者の名称及び 

主たる事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む） 

になる場合には、変更届ではなく、 

廃止届と新規指定申請になります。

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は指定

管理協定書（原本証明が必要）を添付｡ 

４．代表者の氏名、生年 

月日、住所及び職名 
①変更届（様式第４号）

②申請者の登記事項証明書等 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス） 

④役員等名簿

 ※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。
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○変更の届出（訪問看護・介護予防訪問看護）つづき 

変更の届出が必要な事項 提出書類 ※その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。

５．申請者の定款、寄附 

行為等及び登記事項証 

明書又は条例等 

（当該事業に関するもの 

に限る） 

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

 ※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は指定管

理協定書（原本証明が必要）を添付。 

６．事業所の種別

（病院、診療所又は訪問

看護ステーションの別）

①変更届（様式第４号） 

②付表３－１ 

③病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し 

 ※病院又は診療所の場合に添付。

７．事業所の平面図

（レイアウト、専用区画）
※事前協議が必要

①変更届（様式第４号）

②事業所の平面図 

③事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、手指洗浄 

設備） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。

 ８．事業所の管理者の氏 

名、生年月日及び住所 

並びに免許証の写し 

①変更届（様式第４号）

②付表３－１ 

③管理者経歴書 

④資格証等の写し 

⑤管理者就任承諾及び誓約書（市様式２－１） 

⑥雇用契約書又は辞令等の写し 

⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※管理者のみの記載で可。

 ※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合には、

  兼務する他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。

⑧誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

⑨役員等名簿

 ※管理者の改姓又は住所変更のみの場合は④～⑧は不要。

 ９．運営規程 ①変更届（様式第４号）

 ※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載するか、 

別紙（変更内容を記載したもの）を添付すること。 

②付表３－１  

 付表３－２ （サテライト事業所がある場合のみ） 

 ※付表については、記載事項に変更がある場合のみ添付。 

③変更後の運営規程 

【営業日・営業時間の変更の場合】 

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※変更後の運営に支障がないように従業者を配置すること。 

 10．役員の氏名、生年月 

日及び住所 

【関連項目】 

営利法人等で登記事項証明書の 

記載にも変更がある場合、５を 

参照してください。 

①変更届（様式第４号） 

  ※｢変更前｣欄に退任した役員の氏名を、 

｢変更後｣欄に就任した役員の氏名を記載すること。 

②役員等名簿 

   ※変更のあった役員のみの記載でも可。 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス） 

 ※役員の改姓、住所変更又は役員の退任のみの場合は③は不要。 

※※その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。
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平成30年 3月版

１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

   事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は

できません。 

３ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供三丁目１－１８  KSB会館４階

岡山市 事業者指導課 訪問居宅事業者係  宛 

＜体制届 （                 ）在中＞

体制届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（訪問通所事業者係）のホームページからダウンロードできます。

届出が必要

な加算（減

算）等の発生

一覧表で必要

書類等の確認

郵送

（〒）

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供三丁目 1－18 KSB 会館 4階 

   岡山市事業者指導課 訪問居宅事業者係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出（訪問看護・介護予防訪問看護） 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。

加算等 提出書類

 施設等の区分 

「 3.定期巡回・随時対 

応型サービス連携」の 

場合

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に

係る届出書（別紙１４） 

⑤（連携型の場合のみ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との契 

 約書の写し

 特別地域加算 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ※対象地域に事業所が所在していること。

 【岡山市における対象地域】 

離島振興対策地域 ・・・犬島 

振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、 

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、 

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）

 中山間地域等における

 小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 

「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。 

 ※平成２７年４月１日現在の岡山市に所在する事業所は、地域区分 

が７級地であるため「地域に関する状況」の要件に該当せず、 

当該加算の対象となりません。 

 緊急時訪問看護加算

 特別管理体制

 ターミナルケア体制

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る

届出書（別紙８－１）

 ※緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則とし 

て保健師、看護師とすること。

⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》

 ※２４時間常時連絡できる体制を整備していることが分かるように、

  看護師等が緊急時連絡用の携帯電話等を持つ日を色付けすること。

看護体制強化加算

※毎月確認が必要

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１） 

④看護体制強化加算に係る届出書（別紙８－２）※平成30年度暫定版

⑤看護体制強化加算に係る確認表       

  居宅サービスは  （市様式１４－１）  ※平成30年度暫定版

  介護予防サービスは（市様式１４－２）  ※平成30年度暫定版

※加算算定割合や算定者数の要件をすべて満たすこと。

※新規開設事業所は、４月目以降届出が可能となります。
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出（訪問看護・介護予防訪問看護）つづき 

加算等 提出書類

サービス提供体制強化 

加算

※毎年度確認が必要

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－２）

⑤サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－２付表） 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《届出月の前月のもの》

⑦サービス提供体制強化加算に係る勤続年数３年以上の者の状況 

 （市様式１３） 

※研修の実施等、加算の要件をすべて満たすこと。

※新規開設事業所は、事業開始後４月目以降届出が可能となります。

加算等の取り下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算等の要件を満たして 

いた最終月のもの》

※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付。 

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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○サテライト事業所の体制等に関する届出 

加算等 提出書類

 特別地域加算 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１サテライト） 

   ※対象地域にサテライト事業所が所在していること。

  ※岡山市以外の対象地域については、特別地域加算及び中山間地域等

加算対象地域一覧表を参照。 

【岡山市における対象地域】 

離島振興対策地域 ・・・犬島 

振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、 

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、 

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）

 中山間地域等における

 小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 

「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。 

 ※平成２７年４月１日現在の岡山市に所在する事業所は、地域区分 

が７級地であるため「地域に関する状況」の要件に該当せず、 

当該加算の対象となりません。 

【岡山市以外の対象地域にサテライト事業所がある場合】 

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１サテライト）

④中山間地域等における小規模事業所加算に関する届出書 

（市様式１１）

 ※対象地域に事業所が所在していること。

 （参照：特別地域加算及び中山間地域等加算対象地域一覧表）

 ※訪問看護は、１月当たりの平均延訪問回数が１００回以下である

  こと。介護予防訪問看護は、１月当たりの平均延訪問回数が５回

  以下であること。

 ※新規指定事業所については、事業開始後４月目以降届出が可能。

加算等の取り下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ その他確認の必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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  資料３   事業運営上の留意事項

 ・介護保険法（平成9年法律第123号）

  ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

  ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

  ・岡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

  （平成24年市条例第85号）

 ・岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規

 則（平成25年市規則第98条）

 ・岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等 

 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

  （平成24年市条例第90号）

 ・岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例施 

 行規則（平成25年市規則第103条）

  ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （平成12年厚生省告示第19号）

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

                          （平成18年厚生労働省告示第127号）

  ・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

                          （平成11年老企第25号）

  ・介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の基

準について(平成25年岡事指第1221号)

  ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

 指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 

 基準の制定に伴う実施上の留意事項について  （平成12年老企第36号）

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

  について    （平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

 ・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて （平成12年老企第54号）

１ 主な関係法令
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※前掲の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。

 文献：介護報酬の解釈 １単位数表編  平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･青本

    介護報酬の解釈 ２指定基準編  平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･赤本

    介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編 平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･緑本

                             （平成30年度改訂見込み） 

ホームページ

 ・厚生労働省 法令等データベースシステム

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

・厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html

・ＷＡＭ.ＮＥＴ

http://www.wam.go.jp/

・岡山市事業者指導課ホームページ

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html

※事業者指導課ホームページにある自己点検シートを活用してください。 

  利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが事業の運営状況を点検し、

課題を見つけて改善していく取組みが重要となります。 

「自己点検シート」において示している基準の内容は、最低限必要なものです。 

定期的に自己点検を行って、利用者へのサービスの向上に活用してください。  

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00100.html
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指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年9月17日

老企第25号）

第２ 総論 （抜粋）

１ 事業者指定の単位について 

 事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、地域の実情等を踏ま

え、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス

提供等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位

として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。なお、この取扱いについては、同

一法人にのみ認められる。 

①利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われる

こと。 

②職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他

の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの

提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあるこ

と。 

③苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 

④事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。 

⑤人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。 

※いわゆるサテライトの設置は、岡山市の設置基準があるので事前に協議を行うこと。 

２ 用語の定義

(1)「常勤換算方法」

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数

（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所

の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護

と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務す

る場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することと

なるものであること。

(2)「勤務延時間数」

 勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提供のた

めの準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とす

る。なお、従事者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

(3)「常勤」

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき

時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただ

し、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７

６号。以下「育児・介護休業法」という。）第２３条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、

例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 
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 また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務と同時並行的に行われること

が差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が

勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業

者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪

問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合

計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」

 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの

である。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間（指定通

所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間）をいうもの

であり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーショ

ンについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一の職種の

従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事

しないことをもって足りるものである。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管

理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月1日老企第36号）

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与

 費に係る部分に限る。）に関する事項

１ 通則 （抜粋）

(1)算定上における端数処理について

 ①単位数算定の際の端数処理

  単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

  限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、

  絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

 ②金額換算の際の端数処理

  算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数については

  「切り捨て」とする。

(2)サービス種類相互の算定関係について

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生

活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る

介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担によ

り、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支

えないものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、

訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、通所介護費及び通所リハ

ビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知症対

応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであること。

 また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数

は算定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して

掃除等を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェ
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ック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数

は算定できない。（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時間帯に通所サービス

を利用するかにかかわらず、同様である。）

 なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者につ

いても算定が可能であること。

(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所（退院）日又は短期入所療養介護のサービス終

了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費

及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、

施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退

院日）に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。

 また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定

できる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むとい

った居宅サービス計画は適正でない。

 また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的

退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。

(4)同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問介護と

訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、

利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要である

と認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例え

ば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント（利用者について、その有す

る能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上で解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護

の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30分以上1時間未満の

訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に

利用した場合、訪問介護については388単位、訪問看護については814単位がそれぞれ算定されるこ

ととなる。

(5)複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

  て

 それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢

者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に50分の訪

問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ388単位ずつ算定される。ただし、

生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。

(6)訪問サービスの行われる利用者の居宅について

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成9年法律第1

23号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外

で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅か

ら乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）院内

の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地（病
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院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外において行

われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして

訪問介護として算定することはできない。 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について（平成18年3月17日老計発第0317001号･老振発第0317001号･老老発第0317001号）

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則 （抜粋）

(1)算定上における端数処理について （省略） 

(2)サービス種類相互の算定関係について

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護費を受けている間に

ついては、その他の指定介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護

予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護

予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーショ

ン費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通

所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないものであること。

 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療

養介護を受けている者についても算定が可能であること。

(3)退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、介護予防訪問看護費、

介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテー

ション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護予防短

期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に介

護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。なお、入所（入

院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定できる。

ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み

込むといった介護予防サービス計画は適正でない。 

(4)同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、介

護予防訪問介護と介護予防訪問看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーションを、

同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間

帯に利用することが介護のために必要であると認められる場合に限り、それぞれのサービスについ

てそれぞれの所定単位数が算定される。

(5)介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ

ンは、介護保険法(平成9年法律第123号)第８条の２の定義上、要支援者の居宅において行われるも

のとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 
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２ 実施に当たっての留意事項について 

第１ 基本方針（基準省令第59条） →（条例第65条） 

※基準省令とは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)、
条例とは、「岡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」をいう。 

（ポイント） 

・指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の

機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

  →心身の機能だけでなく、「活動」と「参加」にも焦点を当てたバランスの良いリハビリ 

テーションの推進が必要との観点から導入。（平成27年4月1日変更） 

第２ 人員に関する基準 （基準省令第60条）→（条例第66条）

×看護職員の員数が、常勤換算方法で２．５を下回っている。

×看護職員等に対して、労働関係法規を遵守した適正な賃金が支払われていない。

（ポイント）

 １ 管理者

  (1) 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定訪問

   看護ステーションの管理業務に従事するものとする。

    ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障が

   ないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

   ① 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合

   ② 同一敷地内にある他の事業所等の管理者としての職務に従事する場合

  (2) 管理者は、原則として保健師又は看護師でなければならない。

  (3) 管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技術を有する者でなけ

    ればならない。

 ２ 看護師等

  (1) 看護職員（保健師、看護師又は准看護師）

     ･･･ 常勤換算方法で、２．５以上となる員数 （１名以上は常勤）

  (2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

     ･･･ 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数（配置しないことも可）
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※ 指定訪問看護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者又は指定複合

型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業者の指定を併せて受け、かつ、当該事

業が指定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に運営されている場合については、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業又は指定複合型サービス事業の指定を受ける上

で必要とされている看護職員の員数（常勤換算方法で２．５）を配置していることをも

って、指定訪問看護の看護職員の人員基準を満たしているものとみなすことができる。

※ 看護師等に対しては、最低賃金法等の労働関係法規を遵守した適正な賃金を支払う

  こと。

 ※ 介護・育児休業法に基づく時短が行われている場合、常勤とされる時間に例外的取り扱い

が認められる場合があるので、事業所内でよく確認すること。（本資料 P.3 参照）

介護・育児休業法については、厚労省のホームページに説明があります。詳細については、労働

局雇用均等室や社会保険労務士等に確認してください。

  （厚労省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html ほか）

第３ 設備に関する基準 （基準省令第62条）→（条例第68条）

（ポイント）

 １ 指定訪問看護ステーションは、運営に必要な面積を有する専用の事務室を設ける

  こと。

  ・他の事業の事務所を兼ねる場合には、必要な広さの専用の区画を有することで可。

  ・利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。

   → 独立した相談室等が望ましいが、パーテーション等で仕切られていれば可。

 ２ 手指洗浄設備（洗面設備、消毒液・ペーパータオル等）、鍵付きロッカーを設置す 

   ること。

※ 感染症予防の観点から、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」

等を活用した設備面の検討を促しています。このマニュアルは、環境省のホームページから

ダウンロードすることができます（「感染性廃棄物処理マニュアル」）。 

  （http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html）
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第４ 運営に関する基準 

 １ 内容及び手続の説明及び同意 （基準省令第８条（準用））→（条例第８条（準用））

×「重要事項説明書」と「運営規程」の記載内容（営業時間、通常の事業の実施地域など）が 

 相違している。

×重要事項の説明を行っていない。

 ×重要事項を説明した日付が不明確。

（ポイント）

 ・「重要事項説明書」は、利用申込者が事業所を選択するために重要な事項を説明するた 

  めのものであるので、まずは当該説明書を交付し、重要事項の説明をわかりやすく行う 

こと。

  その後、利用申込者等がサービス提供を希望する場合に同意を文書により得ること。 

 ・苦情相談窓口については、事業所の担当者名と連絡先に加えて、

  「岡山県国民健康保険団体連合会 ０８６－２２３－８８１１」

  「岡山市事業者指導課      ０８６－２１２－１０１２」

  及び岡山市以外の市町村が「通常の事業の実施地域」となっている場合は、当該市町村

  介護保険担当課の連絡先を記載すること。

※平成３０年度の報酬改定・基準改定の内容に合わせて、重要事項説明書の内容を見直して 

必要があれば変更すること。 

 ２ 利用料等の受領 （基準省令第66条）→（条例第71条）

×通常の事業の実施地域内において、交通費（駐車料金を含む。）を徴収している。

（ポイント）

 ・利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を

  行う場合は、それに要した交通費の支払いを受けることができる。 

＝通常の事業の実施地域内では交通費（駐車料金を含む。）は徴収できない。

 ３ 主治の医師との関係 （基準省令第69条）→（条例第74条）

×主治医との密接かつ適切な連携が図られていない。

（ポイント）

 ・指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で

  行うことに十分に留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治

  医との密接かつ適切な連携を図ること。

 ・適切な指定訪問看護を提供するために、定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を

  主治医に提出すること。

 ・利用者の傷病名については、主治医の判断を確認すること。医療保険の給付対象となる

  場合は、介護保険の訪問看護費は算定しないこと。
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 ４ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 （基準省令第70条）→（条例第75条）

×訪問看護計画書及び報告書を准看護師が作成している。

×作成された訪問看護計画書が利用者に交付されていない。

 ×訪問看護計画書が利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を適切に踏まえたものになっ

ていない。

（ポイント）

 ・訪問看護計画書は、介護支援専門員の作成する居宅サービス計画の内容に沿ったものでな

ければならない。そのためには、サービス担当者会議に出席し情報共有することや居宅（介

護予防）サービス計画の交付を受け、サービス内容の確認を行うことが重要となる。

 ・訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び利用者の心身の状況を踏まえて作

  成されなければならないもので、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

  するため、計画書の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得な

  ければならない。また、計画書を作成した際には、当該計画書を利用者に交付しなけれ

  ばならない。

・訪問看護計画書及び報告書の作成は、准看護師は行えないので注意すること。

  ※条例第７５条に規定する報告書は、訪問の都度記載する記録（訪問看護記録書）とは異

  なり、主治医に定期的に提出するものをいう。 

・居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から、訪問看護計画の提供の 

求めがあった際には、訪問看護計画を提供することに協力するよう努めること。
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５ 別居親族に対する訪問看護の制限 （条例第77条） 独自基準

 （ポイント）

  ※同居家族に対するサービス提供の禁止に加えて、岡山市では 

条例で、別居親族に対するサービス提供については、原則として禁止している。

  ・管理者は、事業所の看護師等と利用者に親族関係があるかどうかについて必ず確認し、

   看護師等としてサービス提供させることがないように管理すること。

  ・看護師等は、利用者との関係が「別居親族」に該当する場合、直ちに、管理者にその旨

   を報告すること。

 ・例外規定に該当し「別居親族」に対する訪問看護を行わせる場合は、事前に、別居親族

   に対する訪問看護が認められるための要件を満たしていることを確認できる書類を市長

   に届け出ること。

    【提出書類】

      ①別居親族に対するサービス提供に関する届出書

      ②居宅サービス計画

      ③訪問看護計画書

      ④勤務シフト表

  ・例外規定を認める地域は、次のとおりとする。

    【対象地域】

      離島振興対策実施地域・・・犬島

      振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）

             旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）

             旧竹枝村 （大田・吉田・土師方・小倉）

             旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）

  ・事前の届出がない場合、及び届出後に要件を満たしていない訪問看護が行われた場合は、

   介護報酬の返還を求めるものとする。

    「別居親族」の範囲 

＜配偶者＞

 ＜３親等内の血族＞

 子，孫，ひ孫，兄弟姉妹，おい・めい，おじ・おば，父母，祖父母，曾祖父母

 ＜３親等内の姻族＞

 子の配偶者，孫の配偶者，ひ孫の配偶者，兄弟姉妹の配偶者，おい・めいの配偶者，お

 じ・おばの配偶者

 配偶者の兄弟姉妹，配偶者のおい・めい，配偶者のおじ・おば，配偶者の父母，配偶者

 の祖父母 ，配偶者の曾祖父母

 ※ サービス提供予定の従業者が別居親族に該当しないかどうか、事業所内でよく確認をとる

こと。
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 ６ 管理者の責務 （基準省令第52条（準用））→（条例第57条（準用））

×管理者が訪問看護業務の実施状況を把握していない。

（ポイント）

 ・管理者は、従業者の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

  を一元的に行わなければならない。

 ・管理者が看護職員としての業務を行う場合は、管理者業務に支障がないよう留意すること。

 ７ 運営規程 （基準省令第73条）→（条例第79条） 独自基準

（ポイント） 

・運営基準の改定、報酬改定で変更内容があれば修正して変更届を提出すること。

 ・下線のある項目が岡山市独自基準の部分→独自基準にも沿った事業運営を行うこと！

  (１) 事業の目的及び運営の方針

  (２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） ※運営規程記載例

第○○条 事業所の従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 (1) 管理者  保健師 １名

    管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護

   の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

 (2) 看護師等 保健師 １名（常勤職員、管理者と兼務）

        看護師 ３名（常勤職員２名、非常勤職員１名）

        理学療法士 １名（非常勤）

     看護師等は、（介護予防）訪問看護計画書及び（介護予防）訪問看護報告書を

   作成し、指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の提供に当たる。ただし、（介 

護予防）訪問看護計画書及び（介護予防）訪問看護報告書の作成については、准 

看護師を除く。

   ※看護師等は、○名以上という記載も可能だが、常勤換算２．５名以上という記載は

    不可。（常勤換算は数値であって、本来の員数ではないため。）

   ※重要事項説明書には、○名以上という記載は認められない。利用者に説明する時点 

     での員数（実数）を記載すること。 

  (３) 営業日及び営業時間

  (４) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

  (５) 通常の事業の実施地域

  (６) 緊急時、事故発生時等における対応方法 

（事故発生時の対応方法） ※運営規程記載例

第○○条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、

  速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要

  な措置を行う。 

２ 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべ
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  き事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。 

３ 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

(７) 虐待防止のための措置に関する事項 

（虐待防止のための措置） ※運営規程記載例

第○○条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるも

 のとする。

  (1) 虐待の防止に関する責任者の選定

  (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

  (3) その他虐待防止のために必要な措置

２ 事業者は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たり、当該事業所の

 従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）により虐待を受けたと

 思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(８) 成年後見制度の活用支援 

（成年後見制度の活用支援） ※運営規程記載例

第○○条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用

 方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

(９) 苦情解決体制の整備

（苦情解決体制の整備） ※運営規程記載例

第○○条 事業者は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に係る利用者から

 の苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

２ 事業者は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に関し、法第２３条の規

 定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、

市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

うものとする。

３ 事業者は、提供した指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に係る利用者からの苦

 情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連

 合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う

 ものとする。

(10) その他運営に関する重要事項 

（その他運営に関する重要事項） ※運営規程記載例

第○○条 事業者は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に関する記録を整

 備し、その完結の日から５年間保存するものとする。
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 ８ 秘密保持等 （基準省令第33条（準用））→（条例第35条（準用））

×従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持につい

て、事業者と従業者間の雇用契約、就業規則、労働条件通知書、誓約書等で取り決めが行わ 

れていない。

×サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いることについて、そ 

  れぞれから文書による同意が得られていない。

×利用者の家族から使用の同意を得る様式になっていない。 

 ×利用者欄、代理人欄はあっても、利用者家族欄がない。

（ポイント）

 ・利用者の家族の個人情報を使用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族について

  署名できる様式にしておくこと。

 ９ 苦情処理 （基準省令第36条（準用））→（条例第38条（準用））

×苦情処理に関する記録様式（処理簿･台帳等）が作成されていない。

×苦情処理の内容が記録様式に記録されていない。

×苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取組み」

などが記録されていない。「再発防止のための取組み」が行われていない。

（ポイント）

 ・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。

  また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行うこと。

 １０ 事故発生時の対応（基準省令第37条（準用））→（条例第40条（準用））

×事業所として「再発防止のための取組み」が行われていない。

×報告が必要な事故であるのに、岡山市（事業者指導課）へ報告していない。

（ポイント）

 ・事故の状況等によっては、岡山市（事業者指導課）へ報告を行うこと。

 ・岡山市へ報告する事故は、岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱に定める内容のもの。 

※内容をよく確認しておいてください。 

 ・要綱の定めにより、所管課（事業者指導課）からも報告を求めることがある。

 （参考）平成28年度の岡山市内の訪問看護事業所の事故報告件数は3件。 

事故発生場所 居室   2件 風呂/脱衣所 1件 その他  0件 

事故種別 誤薬   1件  その他 2件 

症状 骨折   1件 様子観察   1件 その他  1件 

事故結果 １回受診 2件  その他 1件 
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第５ 変更の届出等（介護保険法第75条）

×変更届出書が提出されていない。（運営規程、役員の変更など）

（ポイント）

 ・変更した日から１０日以内に提出すること。なお、複数回にわたって変更が発生した場

  合でも、変更事実の発生日ごとに変更届を作成すること。

 ・変更の届出が必要な事項等は、Ｐ.３１以降を参照すること。 

（重要）

 ・事業所の移転など重要な変更の場合は、事前に岡山市（事業者指導課）と協議すること。

×休止・廃止の届出が、１月前までに提出されていない。

 （例：人員基準を満たせなくなったため休止したい、人員基準を満たす見込みが立たないため 

 廃止したいなど。）

（ポイント）

 ・事業所を廃止、又は休止しようとするときは、１月前までに届け出ること。

  ※現に利用者がいる場合には、他の事業所に引き継ぐことが必要。

（重要）

 ・従業者に欠員が生じた場合には、速やかに岡山市（事業者指導課）に相談し、指導に従

   うこと。
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３ 介護報酬の算定上の留意事項について 

 １ 介護保険と医療保険 【改正あり】

（ポイント）

 ・介護保険の被保険者であって、要介護（支援）認定を受けている者については、原則と

    して介護保険から給付が行われるが、

①末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者

（特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者）

②利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示

   （訪問看護ステーションにおいては特別訪問看護指示書の交付）があった場合は、 

交付の日から１４日間を限度として

③精神科訪問看護基本療養費が算定される場合（認知症が主傷病であって精神科訪問看護 

指示書が交付された患者を除く）についても 医療保険の給付対象となるものであり、 

（介護保険の）訪問看護費は算定しない。（今回、告示上で明確にされる予定）

  ・医療保険側の規定により、介護保険対応となるものがあるので、よく確認をしておくこ

と。 

 ・介護保険の区分支給限度基準額を超える場合であっても、本人の希望等の理由により

  医療保険で請求することはできない。

※「厚生労働大臣が定める疾病」は、特定疾患治療研究事業の対象疾患の一部だけなので、よ

く確認すること。

→特定医療受給者証の有無と訪問看護が医療保険になるかどうかは直接の関係はない。 

２ 基本サービス費 【改正あり】

（ポイント） 

 ・要支援者と要介護者に対する訪問看護の基本サービス費に差が設けられた。 

 ＜改定案＞         （訪問看護）  （介護予防訪問看護） 

 ・20分未満          263単位     253単位 

 ・30分未満          396単位     379単位 

 ・30分以上１時間未満     569単位     548単位 

 ・１時間以上１時間30分未満  836単位     807単位
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 ３ ２０分未満の訪問看護

（ポイント）

 ・２０分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、日中等

  の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提として行われ

  るものである。

 ・したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画において２０分未満の訪問看護のみが

  設定されることは適切ではなく、２０分以上の訪問看護を週１回以上含む設定とするこ

  と。

 ・訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加

  算の届け出をしている場合に算定可能である。

 ４ 短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い

（ポイント）

 ・前回提供した訪問看護から概ね２時間未満の間隔で訪問看護を行う場合（２０分未満の

  訪問看護費を算定する場合及び利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合

  を除く。）は、それぞれの所要時間を合算するものとする。

 ・１人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員

  又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合（看護職員が訪問看護を行った後に続いて

  別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など）は職種ごとに算定できる。

 ５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護

（ポイント）                             ３０２単位／回

 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（理学療法士等）による訪問看護は、１回当た

り２０分以上訪問 

  看護を実施することとし、１人の利用者につき週に６回を限度として算定する。

（留意事項通知） 

・理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーショ 

ンを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させる位置付けのもの。 

 ・理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、毎回の訪問時において記録 

した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看護事業所の看護職員と理学療法士等の間で、 

利用者の状況、実施した内容を共用するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は 

看護職員（准看護師を除く）と理学療法士等が連携し作成すること。また主治医に提出す 

る計画書及び報告書は理学療法士等が実施した内容も一体的に含むこと。 

 ・計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の 

状態の変化に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を 

行うこと。 
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・理学療法士等による訪問看護については、２０分以上を１回 

として、１度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、１度で４０分以上の訪問看護を行

った場合は２回分の報酬を算定できる。（H24.3.16付Ｑ＆Ａ問２２・緑本Ｐ５１）

 ・ケアプラン上、１日のうちに連続して４０分以上のサービス提供が、２回分のサービス

  提供であると位置付けられていれば、２回分のサービス提供として算定して差し支えな

  い。（H21.4.17付訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝＱ＆Ａ問５７・平成24年4月版緑本Ｐ４３）

 ６ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携

（ポイント）                          ２，９３５単位／月

                   ＜要介護５の加算＞ １月につき８００単位加算

                   ＜准看護師の減算＞ 所定単位数の９８／１００

                  ＜急性増悪等の減算＞      △９７単位／日

 ・訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加

  算の届け出をしている場合に算定可能である。

 ・月額定額報酬であるが、月の途中から訪問看護を利用した場合、又は月の途中で利用を

  終了した場合は日割り計算を行う。

 ・月の途中に短期入所生活（療養）介護を利用している場合は、その期間について日割り

  計算により算定する。

 ・月の途中で、末期の悪性腫瘍又は厚生労働大臣が定める疾病等の状態となった場合は、

  その状態にある期間について日割り計算により算定する。

 ・日割り請求の適用は、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」(平成27年3月31日 老

健局介護保険計画課・振興課・老人保健課 事務連絡)   

  ・連携をする場合も訪問看護としてのサービス提供であること。 

  ・連携の報酬を請求する場合、体制届の提出が必要。 
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 ６ 事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い【改正あり】

（ポイント）          

・事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物（利用者の人数が

49人以下の場合）は、所定単位数に９０/１００を乗じた単位数

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（利用者の人数が50名以上）の

場合は所定単位数に８５/１００を乗じた単位数。

上記以外の範囲に所在する建物に居住する者（利用者の人数が1月あたり20人以上）は

所定単位数に９０/１００を乗じた単位数。

※減算の利用者の区分支給限度額は、減算前の単位数で計算。 

※現行の「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向

け住宅」の限定がなくなる。

 ８ 早朝・夜間・深夜の訪問看護の取扱い【改正あり】 

×緊急時訪問看護加算の算定（１月以内の２回目以降の緊急時訪問を除く。特別管理加算に限定から緩和

された） 

（ポイント）所定単位数に夜間又は早朝２５／１００加算、深夜５０／１００加算

 ・夜間＝午後６時から午後１０時まで

 ・早朝＝午前６時から午前８時まで

 ・深夜＝午後１０時から午前６時まで

 ※ 居宅サービス計画又は訪問看護計画上、訪問看護のサービスの開始時刻が加算の対象

  となる時間帯にある場合に算定。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象と

なる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわず

かな場合は、当該加算は算定できない。
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 ９ 複数名による訪問看護に係る加算の見直しについて【改正あり】

 １０ 長時間訪問看護への加算について

（ポイント）                           ３００単位／回

 ・１時間以上１時間３０分未満の指定訪問看護を行った後に、引き続き指定訪問看護を行

  う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が１時間３０分以上とな

  る場合に算定する。

 １１ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

（ポイント）                      所定単位数に５／１００加算

 ・別に厚生労働大臣が定める地域（平成２１年厚生労働省告示第８３号の二）に居住して

  いる利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問看護を行った場合に、

  １回につき１００分の５に相当する単位数を加算する。

 ・この加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできない。

（ポイント）【複数名加算Ⅰ】二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合     

               所要時間３０分未満の場合 ２５４単位／回 

                所要時間３０分以上の場合 ４０２単位／回       

      【複数名加算Ⅱ】看護師等が看護補助者と同時に訪問看護を行う場合 

所要時間３０分未満の場合 ２５４単位／回 

               所要時間３０分以上の場合 ４０２単位／回 

 ・同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同

 意を得て、次のいずれかに該当する場合に算定する。

  ①利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。

  ②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。

  ③その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場合。 

・看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導の下に看護業務の補助を行う者。

   資格は問わないが、秘密保持等の観点から訪問看護事業所の職員であること。

  ・単に２人が同時に訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできな

  い。２人で同時に訪問看護を行う理由を明らかにしておくこと。 
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 1２ 緊急時訪問看護加算 

×早朝・夜間、深夜の加算を算定している。 （１月以内の２回目以降を除く。） 

（ポイント） ５７４単位／月 

  ・利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応

  できる体制にある事業所において、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対し

  て２４時間時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない

  緊急時訪問を必要に応じて行う場合に算定する。

  ・当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合について

  は、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数を算定する。この場合、居宅サービ

  ス計画の変更を要する。 

・後述の看護体制強化加算の算定の要件に関わっており、緊急時訪問看護加算を算定して

いる利用者数の月毎の把握を求められる場合がある。 

 1３ 特別管理加算

・特別管理加算の対象となりうる状態の利用者に限り、介護老人保健施設や指定介護療養

  型医療施設を退所・退院した日においても、訪問看護費を算定できる。

  （緑本Ｐ６３）

・特別管理加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定

単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡

回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービ

スにおける特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問

看護における特別管理加算は算定できない。 

・特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上

の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられ

る。 

・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素

療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導

尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症

患者指導管理を受けている状態 

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

真皮を越える褥瘡の状態

点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態

→ 特別管理加算（Ⅱ）２５０単位

・ ｢真皮を超える褥瘡の状態｣とは、ＮＰＵＡＰ（National Pressure Ulcer of Advisory Pa

nel）分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類(日本褥瘡学会によるもの)Ｄ３、Ｄ４若し

くはＤ５に該当する状態をいう。 
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・「点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射を週三

日以上行うことが必要である旨の指示を訪問看護事業所に対して行った場合であって、かつ、当

該事業所の看護職員が週三日以上点滴注射を実施している状態をいう。

・上の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必

要が認められる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、訪問

看護記録書に点滴注射の実施内容を記録すること。

・特別管理加算の対象となりうる状態の利用者に限り、介護老人保健施設や指定介護療養

型医療施設を退所・退院した日においても、訪問看護費を算定できる。

・後述の看護体制強化加算の算定の要件に関わっており、特別管理加算を算定している利用者の

月毎の把握を求められる場合がある。
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 14 ターミナルケア加算 【改正あり】                 

× 加算の算定要件となる記録を欠いている。

（ポイント）                          ２，０００単位／月

・死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上（死亡日及び死亡日前１４日以内に医療保険

  による訪問看護を行っている場合にあっては１日以上）、ターミナルケアを行った場合

  に算定する。（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅で死亡した場合を含む。）

・ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明し、

同意を得る。

・死亡日及び死亡日前１４日以内に、医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護

  を、それぞれ１日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度において算定する。

 ・ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護記録書に記録しなければ

  ならない。

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録

  イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケ 

アの経過についての記録

  ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を 

把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

   エ ウについては、「人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイド

ライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合い、利用者本人の

意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。  

ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図る 

よう努めること。 

  ・後述の看護体制強化加算の算定の要件に関わっており、ターミナルケア加算を算定した

最終月の把握を求められる場合がある。

66



 1５ 初回加算

× 過去２月間において、医療保険の訪問看護を受けている。

（ポイント） ３００単位／月

  ・利用者が過去２月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護

    を含む。）の提供を受けていない場合で新たに訪問看護計画書を作成した場合に、算定。 

（平成２１年訪問介護Ｑ＆Ａ（Vol.1）問３３）下線部読み替え

※ 初回加算は過去二月に当該指定訪問看護事業所から指定訪問看護の提供を受けてい

 ない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは暦月（月の初日から月の末日まで）

 によるものとする。

  したがって、例えば、４月１５日に利用者に指定訪問看護を行った場合、初回加算

 が算定できるのは、同年の２月１日以降に当該事業所から指定訪問看護の提供を受け

 ていない場合となる。また、次の点に留意すること。

 ① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。

 ② 一体的に運営している指定介護予防訪問看護事業所の利用実績は問わないこと。

  （介護予防訪問看護費の算定時においても同様である。）

１６ 退院時共同指導加算

（ポイント） ６００単位／回

  ・「退院時共同指導」とは、病院、診療所又は介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又

は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師

を除く。）が、当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老

人保健施設の主治の医師その他職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内

容を文書により提供することをいう。

 ・退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

 ・退院時共同指導加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。なお、当該加算

  を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。

 ・１人の利用者の退院又は退所につき、１回に限り算定できるが、厚生労働大臣が定める

  状態（＝特別管理加算の対象となりうる状態）にある利用者については、２回算定でき

  る。

 ・初回加算を算定している場合は算定しない。
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 １７ 看護・介護職員連携強化加算

（ポイント） ２５０単位／月

  ・看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問

  介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画

  書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等

  に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に

  対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定

  する。

 ・看護・介護職員連携強化加算は、訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席

  した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定する。

 ・訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加

  算の届け出をしている場合に算定可能である。

 １８ 看護体制強化加算 【改正あり】

     （訪問看護）    看護体制強化加算Ⅰ 600単位/月（新設） 

              看護体制強化加算Ⅱ 300単位/月 

    （介護予防訪問看護）看護体制強化加算  300単位/月  

 ・看護体制強化加算Ⅰ 

    イ 算定日が属する月の前６月において、緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数 

   を事業所における実利用者の総数で除した割合が１００分の５０以上であること。 

   ロ 算定日が属する月の前６月において、特別管理加算を算定した実利用者数を 

事業所における実利用者の総数で除した割合が１００分の３０以上であること。 

（実利用者数を数える際、前６月において事業所が提供する訪問看護を２回以上利用 

した者又は 事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１として数える 

ため、現に事業所を利用していない者が含まれる場合があるので注意すること。） 

ハ 算定日が属する月の前１２月において、事業所におけるターミナルケア加算を算定し

た利用者が５名以上であること（居宅サービスのみ）。 

 ・看護体制強化加算Ⅱ イ、ロに加えて  

  ニ 算定日が属する月の前12月間において、事業所におけるターミナルケア加算を算定し

た利用者が1名以上であること。 

 (介護予防訪問看護)・看護体制強化加算 イ、ロ 

  ・加算を算定するに当たっては、事業所の看護師等が、加算の内容について利用者又はその

家族への説明を行い、同意を得ること。 

・加算は毎月その基準を満たしているか確認し、割合及び人数を記録すること。

  基準を下回った場合は、直ちに加算の取り下げを行う必要があること。

現在、看護体制強化加算を算定している全事業所は、平成30年4月1日までに必ず体制届を

提出すること。
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「属する月の前６月」

   ６月前 ５月前 ４月前 ３月前 ２月前 １月前

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

１月 2月 ３月 ４月 ５月 ６月
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 18 サービス提供体制強化加算

（ポイント）                                        ６単位／回

                              ＜定期巡回・随時対応サービス連携＞  ５０単位／月

   次のいずれにも該当すること。

  ① すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修

  （外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。

 ② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項（※）の伝達又は当

  該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を概ね１月に１回

  以上開催し、その概要を記録すること。

  ※利用者に関する情報若しくはサービス提供時に当たっての留意事項

   ・利用者のＡＤＬや意欲

   ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

   ・家族を含む環境

   ・前回のサービス提供時の状況

   ・その他サービス提供に当たって必要な事項

  ③ 当該指定訪問看護事業所のすべての看護師等に対し、健康診断等を少なくとも１年に

  １回、事業主負担で実施すること。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当

  該健康診断等が１年以内に実施されることが計画されていることをもって足りるものと

  する。

 ④ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割

  合が１００分の３０以上であること。

・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）

 の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに

 事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３

 月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営

 する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを直接提供す

 る職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

※ 当該加算を算定している事業所においては、職員の割合について、前年４月から２

 月までの平均を計算し、計算結果が加算の要件を満たさなくなった場合等については、

すみやかに「体制の変更」を届け出ること。
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平成  年  月  日

岡山市 保健福祉局 事業者指導課 宛

ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

下記のとおり電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスが変更になりましたので，

お知らせします。

記

法人名                                  

事業所名                                 

介護保険事業所番号                            

旧番号 新番号

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課訪問通所事業者
係宛
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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特掲診療料の施設基準等別表第 7号に掲げる疾病等 

1.末期の悪性腫瘍 

2.多発性硬化症 

3.重症筋無力症 

4.スモン 

5.筋萎縮性側索硬化症 

6.脊髄小脳変性症 

7.ハンチントン病 

8.進行性筋ジストロフィー症 

9.パーキンソン病関連疾患 

・進行性核上性麻痺 

・大脳皮質基底核変性症 

・パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3以上であって、

生活機能障害度が II 度又は III 度のものに限る） 

10.多系統萎縮症 

・線条体黒質変性症 

・オリーブ矯小脳萎縮症 

・シャイ・ドレーガー症候群 

11.プリオン病 

12.亜急性硬化性全脳炎 

13.ライソゾーム病 

14.副腎白質ジストロフイー 

15.脊髄性筋萎縮症 

16.球脊髄性筋萎縮症 

17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 

18.後天性免疫不全症候群 

19.頸髄損傷 

20.人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合 
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「介護保険」の特定疾病（介護保険法施行令第 2条） 

４０歳以上６５歳未満の２号被保険者が要介護・要支援認定を申請できる疾病 

1.末期のがん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がない状態に至ったと判断したものに限る） 

2.関節リウマチ 

3.筋萎縮性側索硬化症 

4.後縦靭帯骨化症 

5.骨折を伴う骨粗鬆症 

6.初老期における認知症 

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 

8.脊髄小脳変性症 

9.脊柱管狭窄症 

10.早老病 

11.多系統萎縮症 

12.糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 

13.脳血管疾患 

14.閉塞性動脈硬化症 

15.慢性閉塞性肺疾患 

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
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